
事 務 連 絡 

令和４年９月９日 

関係団体 御中 

厚生労働省保険局医療課 

医療技術評価推進室 

 

不妊治療に係る令和４年度診療報酬改定において 

経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

 

 

平素より、厚生労働行政に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

令和４年度診療報酬改定において、令和４年９月 30 日までの経過措置を設け

ている施設基準への対応については、別紙のとおり令和４年９月７日に地方厚

生（支）局医療課に事務連絡を発出いたしました。 

不妊治療に関しては、以下の医学管理料及び手術に係る施設基準が対象とな

ります。令和４年９月 30 日まで当該施設基準に係る経過措置の対象となってい

る医療機関であって、令和４年 10 月１日以降も引き続き以下の医学管理料及び

手術について算定する医療機関におかれては、改めて届出が必要となりますの

で、地方厚生（支）局への届出漏れ等が生じないよう御対応をお願いしています。 

貴団体におかれましては、上記ついてご了知いただき、貴団体管下の医療機関

等に対し周知いただくよう、御協力をお願い申し上げます。 

 

（医学管理料） 

 ・一般不妊治療管理料 

 ・生殖補助医療管理料 

（手術） 

 ・精巣内精子採取術 



（別添） 

 

公益社団法人 日本産科婦人科学会 御中 

一般社団法人 日本生殖医学会 御中 

一般社団法人 日本泌尿器科学会 御中 

公益社団法人 日本産婦人科医会 御中 

一般社団法人 JISART（日本生殖補助医療標準化機関） 御中 

日本 A-PART 御中 



 
事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日 

 

地方厚生（支）局医療課  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和４年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

 

 

基本診療料及び特掲診療料等の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３

月４日保医発0304第２号）、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて」（令和４年３月４日保医発0304第３号）及び「訪問看護ステーションの基

準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３月４日保医発0304第４号）

により示しているところであるが、当該通知の第４表１及び表２に掲げる項目であって、

その項目を令和４年10月１日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているも

の等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いに

ついて遺漏なきようご対応をお願いしたい。 

また、別紙の届出対象について、令和４年10月14日までに届出書の提出があり、同月末

日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月１日に遡って算定す

ることができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。 

なお、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについては、「新

型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い（その26）」（令和２年８月

31日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「８月31日事務連絡」という。）のとおりで

あり、留意されたい。 

 










